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は
じ
め
に

二
〇
二
〇
年
十
月
『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録
』
二
六
七
号
誌
上
に
、「
藤
原
定
家
自

筆
明
月
記
断
簡　

一
幅
」（
以
下
「
断
簡
」
と
い
う
）
な
る
売
立
品
が
現
れ
た
。
注
記
に

は
、

嘉
禄
元
年
七
月
一
日
〜
三
日
条

大
正
二
年
大
口
鯛
二
箱
書

本
紙
竪
28
糎　

横
51
・
9
糎　

総
丈
竪
119
糎　

横
64
・
5
糎　

軸
装　

箱
入

と
あ
っ
て
、
解
説
で
は
、「
筆
跡
は
定
家
自
筆
と
見
ら
れ
、
天
複
地
一
の
界
線
な
ど
僚

巻
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
『
明
月
記
』
原
本
と
し
て
よ
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
歌
人
・
古
筆
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
る
大
口
鯛
二
（
一
八
六
四
〜
一
九
二
〇
）
の

箱
書
き
が
あ
る
。

筆
者
に
「
断
簡
」
の
真
贋
を
判
ず
る
力
量
は
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
前
日

条
と
の
内
容
的
な
連
関
な
ど
か
ら
し
て
、
真
筆
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

数
年
来
（
二
〇
一
七
年
十
月
〜
）
立
命
館
大
学
大
学
院
、
美
川
圭
教
授
担
当
ゼ
ミ
に

お
い
て
『
翻
刻
明
月
記
』
輪
読
が
行
わ
れ
て
お
り
、
筆
者
も
出
席
を
許
さ
れ
て
い
る

が
、
最
近
教
授
よ
り
「
断
簡
」
の
存
在
を
教
え
ら
れ
、
同
ゼ
ミ
に
お
い
て
池
松
直
樹

氏
と
分
担
し
て
概
要
を
報
告
し
た
。

承
久
の
乱
後
四
年
の
『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
記
は
諸
方
に
散
逸
し
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
切
り
分
け
る
よ
う
に
し
て
「
断
簡
」
が
現
れ
た
。
う

ち
続
く
幕
府
要
人
の
死
、
配
流
地
に
あ
る
三
上
皇
（
後
鳥
羽
・
土
御
門
・
順
徳
）
の
処

遇
問
題
、
そ
し
て
北
条
政
子
の
危
急
を
前
に
し
て
、
執
権
北
条
泰
時
・
政
子
自
身
・

関
東
申
次
西
園
寺
公
経
、
関
白
近
衛
家
実
ら
の
言
動
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
北
条
時

政
後
妻
牧
の
方
の
健
在
ぶ
り
も
想
定
さ
れ
る
な
ど
、「
断
簡
」
の
史
料
的
価
値
は
計
り

知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

「
断
簡
」
の
内
容
は
な
お
難
解
な
箇
所
を
含
む
が
、
ま
ず
は
記
事
を
読
解
、
い
さ
さ

か
の
考
察
を
加
え
、
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

一　

新
出
「
藤
原
定
家
自
筆
明
月
記
断
簡
」

（
１
）「
断
簡
」
全
文

ま
ず
は
、「
断
簡
」
全
文
を
掲
げ
る
。（
訓
点
を
付
す
、〈 

〉
内
は
割
書
）

嘉
禄
元
年

七
月
〈
小
〉、

一
日
〈
庚
申
凶
会
復
〉、
天
晴
、

未
時
許
、
中
将
来
、
相
国
坐
二
北
山
一
給
、
為
レ
申
二
夜
前
御
返
事
一
、
只
今
参
向

云
々
、
関
東
事
、
当
時
猶
成
敗
等
分
明
、
不
食
病
及
二
数
月
一
之
間
、
人
恐
二
始

終
事
一
歟
云
々
、

北
条
政
子
危
急
を
め
ぐ
る
朝
幕
の
対
応
と
そ
の
背
景

―
新
出
「
藤
原
定
家
自
筆
明
月
記
断
簡
」（
嘉
禄
元
年
七
月
一
日
〜
三
日
条
）

―

谷　
　
　
　
　

昇
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行
兼
昨
日
帰
京
〈
六
ケ
日
着
、
二
ケ
日
経
廻
、
六
ケ
日
帰
云
々
〉、
冷
泉
女
房
母

儀
又
書
状
到
来
、
当
時
無
二
指
事
一
云
々
、

若
有
二
二
品
事
一
者
、可
二

世
一
之
由
、泰
時
朝
臣
頻
申
請
、只
以
二
鎮
守
天
下
一
、

可
レ
為
二
報
恩
一
之
由
、
被
レ
命
云
々
、
或
説
云
、
貴
所
散
二
在
諸
方
一
、
頗
無
二
其

便
宜
一
、
可
レ
奉
レ
寄
二
一
方
一
歟
之
由
、
議
定
云
々
、
皆
浮
説
也
、

二
日
〈
欠
日
〉、
太
陽
照
耀
、
片
雲
収
尽
、

北
山
勝
地
泉
井
水
皆
枯
乾
云
々
、
此
辺
未
レ
乾
、

赤
日
遠
霽
、
炎
暑
如
レ
焼
、
旱
風
吹
レ
草
、

三
日
、
天
雖
レ
晴
、
雲
聊
聳
、
午
後
雲
収
、

入
レ
夜
中
将
来
、
相
国
御
共
参
内
、
光
俊
卿
衣
冠
在
二
弘
御
所
方
一
、
女
院
近
臣
・

相
国
一
門
・
殿
下
近
習
等
、各
可
レ
寓
二
直
禁
裏
一
之
由
、関
東
各
被
レ
申
レ
之
云
々
、

博
陸
参
会
、
久
謁
給
之
間
、
委
細
眼
前
被
レ
申
之
由
、
退
出
之
後
示
給
云
々
、
此

条
可
レ
謂
二
本
意
一
、
但
前
世
一
門
之
宿
業
、
更
非
二
人
力
之
所
一
レ
及
歟
、
聞
レ
之

還
摧
レ
心
、

今
日
祈
雨
幣
〈
通
方
卿
〉、
蔵
人
二
人
参
二
丹
生
・
貴
布
袮
一
云
々
、
職
事
雲
客

済
々
、
尋
常
云
々
、

　
　

朝
陽
霽
、
漢
雲
聳
、
天
間
陰
、
雨
纔
灌
、

　
　

不
レ
湿
レ
地
、
増
二
炎
暑
一
、

（
２
）「
断
簡
」
新
出
の
意
義

承
久
の
乱
前
後
の
記
録
類
に
つ
い
て
「
各
記
主
は
、
日
記
の
廃
棄
・
塗
抹
を
余
儀

な
く
さ
れ
」、
残
存
状
況
が
極
め
て
悪
く
、
定
家
も
例
外
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る①
。
建
保
六
年
〜
嘉
禄
元
年
の
『
明
月
記
』
刊
本
（『
翻

刻
明
月
記
』）
収
載
記
事
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
1
・
7
・
8
・
11
月
に
記
事
あ
り
。

・
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）
1
月
（
二
日
分
）・
閏
2
月
（
二
日
分
）
の
ほ
か
欠
。

・
承
久
二
年
（
一
二
二
〇
）
全
欠
。

・
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
全
欠
。

・
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
全
欠
。

・
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
全
欠
。

・
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
全
欠
。

・
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
1
〜
3
月 

時
雨
亭
文
庫
に
原
本
あ
り
。
余
は
「
底
本
一

覧
」（
次
頁
）
参
照
。

こ
の
ほ
か
、『
明
月
記
』
散
逸
に
は
古
記
録
と
し
て
の
特
異
な
事
情
が
あ
る
。「
定

家
が
歌
人
・
文
化
人
と
し
て
著
名
で
あ
る
た
め
、
特
に
近
世
以
降
、『
明
月
記
』
原
本

は
茶
掛
け
な
ど
に
重
宝
さ
れ
て
巷
間
に
流
出
す
る
こ
と
も
多
く
、
一
部
の
巻
は
細
か

く
裁
断
さ
れ
て
断
簡
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
紙
背
文
書
に
つ
い
て
も
、
表
面
か
ら
剥

ぎ
取
ら
れ
て
別
個
の
も
の
と
し
て
流
通
し
た
も
の
が
多②
」い
。

『
明
月
記
』
断
簡
・
逸
文
・
紙
背
文
書
収
集
は
、
明
治
以
降
の
美
術
品
売
立
品
目
録

（
四
千
数
百
点
に
お
よ
ぶ
）
な
ど
の
調
査
を
は
じ
め
、
精
力
的
に
進
め
ら
れ
た③
。
こ
の

間
、『
冷
泉
時
雨
亭
叢
書　

明
月
記
』（
写
真
版
）
全
五
巻
が
一
九
九
三
〜
二
〇
〇
三
年

に
か
け
て
刊
行
さ
れ
、『
明
月
記
』
原
本
参
照
の
便
が
質
量
と
も
に
飛
躍
的
に
拡
大
・

充
実
し
た
。

以
上
の
研
究
成
果
を
集
大
成
し
て
、『
翻
刻
明
月
記
』（
全
三
巻
）
が
二
〇
一
二
・

一
四
・
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
価
値
に
つ
い
て
は
、冷
泉
為
人
氏
が
冒
頭「
底

本
は
、
時
雨
亭
文
庫
に
伝
わ
る
自
筆
原
本
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
所
に
所
蔵
さ
れ

る
原
本
や
断
簡
を
も
集
成
し
、
さ
ら
に
原
本
が
確
認
で
き
な
い
部
分
は
写
本
等
を
可

能
な
限
り
博
捜
し
て
、『
明
月
記
』
全
体
像
の
復
原
に
つ
と
め
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の

翻
刻
本
全
三
巻
に
よ
っ
て
、
従
来
は
不
明
瞭
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
一
掃
さ
れ
、
テ

キ
ス
ト
へ
の
不
安
は
大
き
く
低
減
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。」と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
尽

き
よ
う
。

「
断
簡
」
の
前
後
日
条
を
含
め
、
嘉
禄
元
年
記
は
散
逸
し
て
い
る
が
、
た
ん
ね
ん
な
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研
究
・
収
集
作
業
に
よ
り
復
元
が
行
わ
れ
て
お
り④
、『
翻
刻
明
月
記
』
各
巻
に
は
、
研

究
・
収
集
の
成
果
に
基
づ
き
「
底
本
一
覧
」
が
示
さ
れ
て
い
る⑤
。

今
回
の
「
新
出
」
は
、『
明
月
記
』
断
簡
研
究
・
蒐
集
作
業
に
、
さ
ら
な
る
継
続
の

余
地
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
本
稿
で
述
べ
る
卑
見
か
ら
し
て
も
、
当
該
期

の
朝
幕
関
係
を
知
り
得
る
第
一
級
の
重
要
史
料
で
あ
る
と
思
う
。

二　
「
断
簡
」
前
日
条
お
よ
び
「
断
簡
」
読
解

（
１
）
前
日
―
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
六
月
三
十
日
条

「
断
簡
」
読
解
に
先
だ
ち
、内
容
的
な
関
連
が
強
く
想
定
さ
れ
る
『
明
月
記
』
前
日

条
、す
な
わ
ち
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
六
月
三
十
日
条
の
一
部
を
読
ん
で
お
き
た
い

（『
明
月
記
』
引
用
は
い
ず
れ
も
『
翻
刻
明
月
記
』、（
）
内
は
筆
者
私
注
以
下
同
）。

卅
日
〈
己
未
〉、
天
晴
、
田
夫
已
愁
二
炎
旱
一
云
々
、

（
中
略
）

後
聞
、
相
公
堂
供
養
、
中
将
、
聞
二
早
旦
之
由
一
、
辰
時
向
、
事
遅
々
、

（
中
略
）

又
為
二
相
国
御
使
一
、
参
二
関
白
殿
一
云
々
、
自
二
関
東
一
、
彼
一
家
人
々
、
殊
可
下

祗
二
候
禁
裏
一
給
上
之
由
、
示
送
、
仍
雖
レ
非
二
指
事
一
、
如
レ
此
申
遣
之
由
、
又
争

不
二
忩
申
一
哉
由
被
レ
申
、
有
二
快
然
御
返
事
一
云
々
、

〔
語
釈
〕

中
将　

藤
原
為
家
（
一
一
九
八
〜
一
二
七
五
）、
定
家
息
、
二
八
歳
、
西
園
寺
公
経
の

猶
子
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
年
の
十
二
月
二
十
六
日
、
蔵
人
頭
に
補
さ
る
。（〔
系

図
①
〕
参
照
）

相
国　

前
太
政
大
臣
西
園
寺
公
経
、
五
五
歳
。

　

関
白
殿　

近
衛
家
実
、
四
七
歳
。

〔
現
代
語
訳
〕（
部
分
）

又
、（
為
家
が
）
相
国
（
公
経
）
の
御
使
と
し
て
、
関
白
殿
（
家
実
）
の
も
と
に
参
っ

た
と
い
う
。「
彼
の
一
家
（
家
実
一
家
）
の
人
々
は
、
特
別
に
禁
裏
に
祗
候
さ
れ
る

べ
き
よ
し
、
関
東
か
ら
示
し
送
っ
て
参
り
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
さ
ほ
ど
の
こ
と
で

な
い
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
申
し
遣
わ
し
ま
す
。
ま
た
ど
う
し
て
忩
ぎ
申
さ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
（
お
急
ぎ
の
程
を
）」
と
の
由
を
（
公
経
は
）
申
さ
れ
た
。

（
家
実
よ
り
）
快
諾
の
御
返
事
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
２
）
七
月
一
日
条

〔
訓
読
〕

嘉
禄
元
年

七
月
小
、

一
日
、
庚
申
、
凶
会
復
、
天
晴
る
。

未
の
時
許
り
、
中
将
来
る
、
相
国
北
山
に
坐
し
給
ふ
、
夜
前
の
御
返
事
を
申
さ
ん

が
為
、
只
今
参
向
す
と
云
々
。
関
東
の
事
、
当
時
な
ほ
成
敗
等
分
明
、
不
食
病
数
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月
に
及
ぶ
の
間
、
人
始
終
の
事
を
恐
る
る
歟
と
云
々
。

行
兼
昨
日
帰
京
〈
六
ケ
日
着
、
二
ケ
日
経
廻
し
、
六
ケ
日
帰
へ
る
と
云
々
〉、
冷
泉

女
房
母
儀
、
又
書
状
到
来
す
。
当
時
指
た
る
事
無
し
と
云
々
。

若
し
二
品
事
有
ら
ば
、

世
す
可
き
の
由
、
泰
時
朝
臣
頻
り
に
申
し
請
ふ
。
只
鎮

守
天
下
を
以
て
、
報
恩
為
す
可
き
の
由
、
命
ぜ
ら
る
と
云
々
。
或
る
説
に
云
く
、

貴
所
諸
方
に
散
在
す
る
は
頗
る
其
の
便
宜
無
し
、一
方
に
寄
せ
奉
る
可
き
歟
の
由
、

議
定
す
と
云
々
。
皆
浮
説
也
。

〔
語
釈
〕

行
兼　

中
原
行
兼　

西
園
寺
公
経
・
九
条
道
家
に
近
侍
し
、
公
武
交
渉
の
実
務
を

担
っ
た
（
後
述
）。

冷
泉　

為
家
を
指
す
。「
冷
泉
」
を
冠
し
た
為
家
の
呼
称
は
、本
年
十
月
二
十
八
日

「
冷
泉
中
将
」
と
し
て
初
見
す
る
。
本
新
出
史
料
は
、為
家
の
「
冷
泉
」
呼
称
初
見

と
な
ろ
う
。

冷
泉
女
房
母
儀　

冷
泉
女
房
（
為
家
室
）
の
母
。
北
条
時
政
八
女
、
母
は
牧
の
方
、

宇
都
宮
頼
綱
妻
、
の
ち
離
婚
し
、
松
殿
師
家
に
再
嫁
。（﹇
系
図
③
﹈
参
照
）

二
品　

北
条
政
子
、
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
生
、
六
九
歳
。

泰
時
朝
臣　

武
蔵
守
（
承
久
元
年
十
一
月
任
）、
執
権
（
元
仁
元
年
六
月
）、
四
三
歳
。

〔
現
代
語
訳
〕

嘉
禄
元
年
七
月 

小
、

一
日
、
庚
申
、
凶
会
復
（
日
）、
晴
れ
。

未
の
時
許
り
（
午
後
二
時
頃
）、
中
将
（
為
家
）
が
来
た
。
相
国
（
西
園
寺
公
経
）
は
北

山
（
第
）
に
お
ら
れ
、
昨
夜
の
御
返
事
を
申
し
上
げ
る
た
め
に
、
つ
い
今
し
が
た
参

上
し
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。
関
東
の
事
（
政
子
の
容
態
）
は
、
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
成
敗

等
は
分
明
で
あ
る
（
判
断
力
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
）
が
、（
し
か
し
）
不
食
病
が
数
か

月
に
及
ぶ
た
め
に
、
人
々
は
（
政
子
の
）
死
を
恐
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
中
原
）
行
兼
が
昨
日
帰
京
し
〈
六
ケ
日
（
で
鎌
倉
に
）
着
き
、
二
ケ
日
滞
在
、
六
ケ
日

で
戻
っ
た
と
い
う
〉、冷
泉
女
房
母
儀
の
書
状
が
又
到
来
し
た
。
今
の
と
こ
ろ
と
く
に

変
わ
っ
た
こ
と
は
無
い
と
い
う
。

若
し
二
品
（
政
子
）
に
事
あ
ら
ば
、

世
し
た
い
と
、
泰
時
朝
臣
が
（
政
子
に
）
頻
り

に
申
し
請
う
た
が
、（
政
子
は
）
只
鎮
守
天
下
を
も
っ
て
、
報
恩
す
べ
き
で
あ
る
由
、

命
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
る
説
に
云
う
に
は
、
貴
所
が
諸
方
に
散
在
す

る
の
は
ま
こ
と
に
不
都
合
で
あ
る
、一
方
に
寄
せ
奉
る
可
き
の
由
を
（
幕
府
は
）
議
定

し
た
と
い
う
。（
こ
れ
ら
は
）
皆
風
説
で
あ
る
。

（
３
）
七
月
二
日
条
（
省
略
す
る
）

（
４
）
七
月
三
日
条

〔
訓
読
〕

三
日
、
天
晴
る
と
雖
も
、
雲
聊
か
聳
ゆ
、
午
後
雲
収
む
。

夜
に
入
り
中
将
来
る
。
相
国
御
共
に
て
参
内
す
、
光
俊
卿
衣
冠
に
て
弘
御
所
方
に

在
り
。
女
院
近
臣
・
相
国
一
門
・
殿
下
近
習
等
、
各
禁
裏
に
寓
直
す
可
き
の
由
、

関
東
各
に
之
を
申
さ
る
と
云
々
。

博
陸
参
会
し
、
久
し
く
謁
し
給
ふ
の
間
、
委
細
眼
前
申
さ
る
の
由
、
退
出
の
後
示

し
給
ふ
と
云
々
。
此
条
本
意
と
謂
ふ
可
し
。
但
前
世
一
門
の
宿
業
、
更
に
人
力
の

及
ぶ
所
に
非
ざ
る
か
、
之
を
聞
き
還
り
て
心
を
摧
く
。

　
（
以
下
略
）

〔
語
釈
〕

参
内　

当
時
の
後
堀
河
天
皇
皇
居
は
閑
院
に
あ
っ
た
（『
皇
居
行
幸
年
表
』）。

光
俊
卿　

長
家
流
光
能
息
藤
原
光
俊
、
従
三
位
非
参
議
四
七
歳
、
建
久
元
年

（
一
一
九
〇
）
叙
爵
（
一
二
歳
）、
右
兵
衛
督
、
丹
波
守
等
を
経
て
、
建
長
元
年

（
一
二
四
九
）
従
二
位
非
参
議
で
出
家
。『
明
月
記
』
に
頻
出
。

弘
御
所
方　

ほ
ん
ら
い
の
内
裏
に
は
存
在
が
確
認
さ
れ
ず
、
里
内
裏
に
は
諸
史
料
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に
所
見
す
る
。「
閑
院
内
裏
広
御
所
指
図
」
が
『
門
葉
記
』
巻
四
に
見
え
る
。

女
院　

北
白
河
院
陳
子（
後
高
倉
后
）。
当
時
女
院
に
安
嘉
門
院
邦
子（
後
高
倉
皇
女
）

も
見
え
る
が
、
陳
子
は
西
園
寺
公
経
の
叔
母
に
あ
た
る
こ
と
、
嘉
禄
元
年
前
後
で

定
家
が
「
女
院
」
と
書
い
て
い
る
の
は
北
白
川
院
を
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
陳

子
」
を
採
る
。

相
国
一
門　
〔
系
図
①
〕
参
照
。

殿
下　

関
白
、
近
衛
家
実
、
四
七
歳
。

前
世
一
門
之
宿
業　

難
解
で
あ
る
。「
北
条
氏
一
門
の
宿
業
」と
取
っ
て
お
く
。
の

ち
に
議
論
す
る
。

〔
現
代
語
訳
〕

夜
に
入
り
中
将
が
来
た
。
相
国
の
御
共
で
参
内
し
た
と
こ
ろ
、
光
俊
卿
が
衣
冠
に
て

弘
御
所
方
に
お
ら
れ
た
。
女
院
近
臣
・
相
国
一
門
・
殿
下
近
習
等
は
、
各
々
禁
裏
に

宿
直
す
可
き
の
由
、
関
東
か
ら
各
々
に
通
達
が
あ
っ
た
と
い
う
。

（
ま
た
）
博
陸
（
家
実
）
が
、（
弘
御
所
に
）
参
会
さ
れ
、
長
時
間
（
後
堀
河
天
皇
〈
一
四

歳
〉
に
）
拝
謁
さ
れ
る
間
に
、（
事
の
）
詳
細
・
事
実
を
申
し
上
げ
ら
れ
た
と
の
由
を

退
出
の
後
（
諸
臣
に
）
お
示
し
に
な
っ
た
い
う
。
こ
の
こ
と
は
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
、（
北
条
氏
）
前
世
一
門
の
宿
業
は
、
ま
っ
た
く
人
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で

は
な
い
。
こ
れ
（
為
家
の
報
告
）
を
聞
き
、
か
え
っ
て
心
を
く
だ
い
た
。

三　

嘉
禄
元
年
の
朝
廷
・
幕
府

（
１
）
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
の
要
点

嘉
禄
元
年
は
、
承
久
の
乱
よ
り
わ
ず
か
四
年
、
高
倉
上
皇
す
で
に
亡
く
、
後
堀
河

天
皇
の
治
世
い
ま
だ
治
ま
ら
な
い
ま
ま
、
前
年
に
は
北
条
義
時
が
没
し
、
大
江
広
元
・

北
条
政
子
な
ど
要
人
の
死
が
相
次
い
だ
。
遠
所
遠
島
流
刑
地
に
は
な
お
後
鳥
羽
・
土

御
門
・
順
徳
三
上
皇
が
あ
り
、
還
京
の
う
わ
さ
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
ま
た
、
北
条
時

政
後
妻
牧
の
方
は
健
在
で
、宇
都
宮
頼
綱
の
妻
と
し
た
娘
（
時
政
八
女
）
―
す
な
わ
ち

定
家
息
為
家
妻
の
母
―
を
し
て
、
関
東
―
西
園
寺
公
経
情
報
交
換
の
一
翼
を
担
わ
せ

て
い
た
。

嘉
禄
元
年
、
朝
幕
体
制
の
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・  

後
堀
河
天
皇
、十
四
歳
。
御
所
閑
院
。
承
久
乱
後
の
皇
位
継
承
順
を
〔
系
図
②
〕

に
示
す
。

・
上
皇　

欠
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
後
高
倉
上
皇
死
去
。

〔系図①〕

〇
西
園
寺
公
経
関
係
系
図
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・  

関
東
申
次　

前
太
政
大
臣
西

園
寺
公
経
。

・  
関
白　

近
衛
家
実
。

・  

将
軍　

欠
。
三
寅
は
、
こ
の

年
十
二
月
元
服
、
来
年
正
月

二
十
三
日
、叙
正
五
位
下
、任

右
近
衛
少
将
・
征
夷
大
将
軍
。

・  

執
権　

北
条
泰
時
、
従
五
位

下
・
武
蔵
守
。

・  

藤
原
定
家　

従
二
位
前
参
議
（
六
四
歳
）。

・  

藤
原
為
家　

従
四
位
下
中
将
（
二
八
歳
）、
十
二
月
に
は
蔵
人
頭
。

・
同
時
代
史
料　
『
明
月
記
』・『
吾
妻
鏡
』

（
２
）
嘉
禄
元
年
略
年
表

次
に
、
以
降
の
議
論
に
備
え
、
嘉
禄
元
年
の
略
年
表
を
示
す
。
さ
き
に
述
べ
た
よ

う
に
、
当
該
期
の
記
録
は
僅
少
で
、『
吾
妻
鏡
』・『
明
月
記
』
記
事
に
拠
る
ほ
か
な

い
、
前
者
記
事
は
淡
々
と
し
て
簡
略
、
後
者
記
事
は
緊
迫
感
に
満
ち
て
い
る
。
他
に

『
岡
屋
関
白
記
』
に
嘉
禄
元
年
記
が
あ
る
が
本
稿
に
有
用
な
情
報
は
な
い
。

○
嘉
禄
元
年
略
年
表

〔
吾
〕
＝
『
吾
妻
鏡
』（
国
史
大
系
）、〔
明
〕
＝
『
明
月
記
』。
私
注
を
適
宜
（ 

）
内
に

示
す
。

4
月

20

嘉
禄
と
改
元
す
〔
百
練
抄
〕（
国
史
大
系
）

26

土
佐
に
あ
る
土
御
門
上
皇
還
京
の
う
わ
さ
「
厳
僧
正
（
厳
海
）
…
…
世
間
雑
談

之
次
云
…
…
又
巷
説
、
南
海
之
上
皇
（
土
御
門
）
可
レ
有
二
御
帰
洛
一
云
々
、
彼

是
縦
横
歟
」〔
明
〕

5
月

29

政
子
病
む
（
発
病
初
見
）「
二
位
家
御
不
例
云
々
」〔
吾
〕

6
月

2

北
条
泰
時
、
北
条
政
子
の
病
気
平
癒
祈
願
を
行
う
。
以
降
連
々
〔
吾
〕

旧
主
帰
洛
の
狂
説
「
狂
説
云
、
南
方
旧
主
（
後
鳥
羽
上
皇
）
可
二
帰
給
一
云
々
」

〔
明
〕

7

政
子
危
急
に
よ
り
六
波
羅
に
武
士
集
結
「
関
東
二
品
、
有
二
獲
麟
一
之
聞
…
…

河
東
武
士
等
集
会
、
右
幕
下
被
レ
送
二
使
者
一
…
…
定
是
終
命
之
由
飛
脚
歟
」

〔
明
〕

定
家
、
政
子
獲
麟
に
感
慨
を
記
す
「
去
々
年
法
皇
（
後
高
倉
）、
去
年
義
時
朝

臣
、
今
年
又
如
レ
此
、
天
下
勝
事
、
若
是
人
道
之
推
而
所
レ
行
歟
」〔
明
〕

10

大
江
広
元
死
去「
前
陸
奥
守
正
四
位
下
大
江
朝
臣
広
元
法
師〈
法
名
覚
阿
〉卒
、

…
…
日
来
煩
二
痢
病
一
云
々
」〔
吾
〕

13
「
隠
岐
の
掾
」
怪
鳥
奇
譚
（
本
文
で
詳
述
）

14

北
条
時
房
、
西
園
寺
公
経
を
訪
ね
、
政
子
の
制
止
を
振
り
切
り
下
向
す
る
旨
を

伝
え
る
「
夜
前
、
相
州
参
二
相
国
亭
一
〈
今
度
在
京
初
度
歟
〉、
増
気
之
由
示
給

之
状
、
彼
自
筆
也
、
不
レ
可
レ
下
由
雖
二
示
給
一
、
承
二
増
気
由
一
、
争
今
一
度
不

レ
奉
二
合
眼
一
哉
、
仍
存
二
往
反
廿
日
由
一
、
所
二
馳
下
一
也
」〔
明
〕

16

関
東
武
士
蜂
起
の
う
わ
さ
「
閭
巷
雑
人
説
、
又
嗷
々
、
関
東
鋭
卒
蜂
起
之
由
、

下
人
等
成
二
畏
怖
一
云
々
」〔
明
〕

28

時
房
八
頭
の
駿
馬
を
乗
り
継
ぎ
下
洛
「
相
州
八
駿
之
蹄
、
出
京
六
ヶ
日
之
卯

時
、
着
二
関
東
一
云
々
」〔
明
〕

幕
府
、
三
帝
二
王
の
禁
固
厳
重
を
重
ね
て
下
知
「
彼
病
増
気
由
、
告
送
之
時
、

重
下
知
之
状
、
三
帝
二
王
重
可
レ
奉
二
禁
固
一
」〔
明
〕

守
護
上
洛
禁
止
「
如
レ
此
之
時
、
各
守
護
等
、
全
不
レ
可
レ
有
二
上
洛
之
心
一
、
各

可
レ
固
二
其
営
一
之
由
、
下
二
諸
国
一
云
々
」〔
明
〕

人
々
、政
子
終
命
に
よ
り
後
鳥
羽
ら
の
帰
洛
が
あ
る
か
と
う
わ
さ
す
る
「
雑
人

等
巷
説
水
火
〈
門
々
戸
々
老
嫗
等
、
二
品
終
命
者
、
芝
砌
（
上
皇
ら
）
可
二
還

御
一
云
々
〉」〔
明
〕

30
〔
参
考
講
読
〕
幕
府
よ
り
関
白
近
衛
家
実
一
家
に
対
し
、
禁
裏
に
祗
候
す
る
よ

う
通
達
あ
り
、
公
経
こ
れ
を
伝
え
家
実
快
諾
「
又
（
為
家
）
為
二
相
国
御
使
一
、

参
二
関
白
殿
一
云
々
、
自
二
関
東
一
、
彼
一
家
人
々
、
殊
可
下
祗
二
候
禁
裏
一
給
上
之
由
、

〔系図②〕

81

80
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〇
承
久
の
乱
後
の
皇
位
継
承
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示
送
、
仍
雖
レ
非
二
指
事
一
、
此
レ
如
申
遣
之
由
、
又
争
不
二
忩
申
一
哉
由
被
レ
申
、

有
二
快
然
御
返
事
一
云
々
」〔
明
〕

7
月

1
〔
講
読
条
〕
執
権
泰
時
、
政
子
万
一
の
場
合
は
出
家
の
由
を
申
し
政
子
に
止
め

ら
れ
る
「
冷
泉
女
房
母
儀
又
書
状
到
来
、
当
時
無
二
指
事
一
云
々
。
若
レ
有
二
二

品
事
一
者
、
可
二

世
一
之
由
、
泰
時
朝
臣
頻
申
請
、
只
以
二
鎮
守
天
下
一
、
可

レ
為
二
報
恩
一
之
由
、
被
命
レ
云
々
」〔
明
〕（
新
出
、
部
分
）

2
〔
講
読
条
〕「
北
山
勝
地
泉
井
水
皆
枯
乾
云
々
、
此
辺
未
レ
乾
、
赤
日
遠
霽
、
炎

暑
如
レ
焼
、
旱
風
吹
レ
草
」〔
明
〕（
新
出
、
部
分
）

3
〔
講
読
条
〕「
幕
府
、
女
院
近
臣
・
公
経
一
門
・
関
白
家
実
等
の
内
裏
宿
直
を
命

令
「
女
院
近
臣
・
相
国
一
門
・
殿
下
近
習
等
、
各
可
レ
寓
二
直
禁
裏
一
之
由
、
関

東
各
被
レ
申
レ
之
云
々
」〔
明
〕（
新
出
、
部
分
）

11

北
条
政
子
死
去
「
丑
刻
、
二
位
家
薨
、
御
年
六
十
九
、
是
前
大
将
軍
後
室
、
二

代
将
軍
母
儀
也
」〔
吾
〕

19

政
子
死
去
初
報
京
都
に
届
く
「
巳
時
、
東
方
女
房
〈
冷
泉
母
儀
〉
書
状
到
来
、

十
一
日
被
レ
終
之
由
告
送
、
件
状
、
即
覧
二
相
門
一
了
、
他
方
音
信
未
通
云
々
、

猶
々
増
二
不
審
一
者
也
」〔
明
〕

20

頼
綱
妻
下
向
「
関
東
女
房
可
レ
修
二
仏
事
一
、
行
兼
相
具
可
二
下
向
一
云
々
、
連
々

経
営
、
実
有
二
其
煩
一
歟
」〔
明
〕

9
月

25

慈
円
（
七
一
歳
）
死
去
〔
門
葉
記
〕〔
華
頂
要
略
〕

10
月

17

三
帝
二
王
一
所
集
結
説
あ
り
「
其
内
又
巷
説
、
遠
所
貴
人
、
似
レ
可
レ
有
二
吉

事
一
云
々
、
兵
部
云
、
永
不
レ
可
二
信
受
一
事
也
、
若
散
在
依
レ
有
二
事
煩
一
、
奉
三

都
合
二
于
一
方
一
之
躰
之
事
歟
、
其
間
、
又
有
二
子
細
等
一
歟
云
々
」〔
明
〕

19

三
帝
二
王
の
こ
と
巷
説
嗷
々
「
兵
部
来
臨
之
次
、
近
日
猶
巷
説
嗷
々
、
遠
所
等

事
…
…
」〔
明
〕

12
月

26

藤
原
為
家
（
二
八
歳
）
任
蔵
人
頭
。

29

三
寅
元
服
し
、
頼
経
と
称
す
。
将
軍
就
任
は
、
嘉
禄
二
年
正
月
二
十
三
日
。

四　

  「
冷
泉
女
房
母
儀
、
又
書
状
到
来
」

　

―
鎌
倉
・
京
の
情
報
ル
ー
ト
と
牧
の
方

（
１
）
鎌
倉
・
京
情
報
ル
ー
ト

鎌
倉
・
京
の
情
報
ル
ー
ト
に
関
す
る
議
論
に
先
立
ち
、
左
衛
門
尉
・
検
非
違
使
中

原
行
兼
（『
検
非
違
使
補
任
』）
の
動
き
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
行
兼
は
、「
左（

道
家
）大

将
殿

侍
〈
左
衛
門
尉
行
兼
亜（

公
経
）相

専
一
者
也
〉」（『
明
月
記
』
承
元
二
年
六
月
二
日
条
）
と
見
え
、

九
条
道
家
の
侍
で
あ
っ
た
が
、
道
家
の
舅
で
あ
る
西
園
寺
公
経
に
も
仕
え
て
お
り
、

公
武
交
渉
の
実
務
を
担
っ
た⑥
。『
明
月
記
』、
政
子
危
急
近
傍
条
に
見
え
る
行
兼
の
行

動
を
摘
記
し
て
お
く
。

＊
嘉
禄
01-

06-

08　

  「
巷
説
、
二
品
雖
二
病
重
由
一
、
当
時
存
命
云
々
…
…
行
兼
、

為
二
相
国
御
使
一
、
馳
二
下
関
東
一
云
々
」
と
あ
る
が
、
次
の

十
四
日
条
か
ら
し
て
、
本
日
は
下
向
し
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。（
後
述
）

＊
嘉
禄
01-

06-

14　
「
行
兼
〈
廷
尉
〉、
為
二
相
国
御
使
一
、
今
日
昼
下
向
云
々
」。

＊
嘉
禄
01-

07-

01　

  「
行
兼
昨
日
帰
京
〈
六
ケ
日
着
、
二
ケ
日
経
廻
、
六
ケ
日
帰

云
々
〉」（「
断
簡
」）

＊
嘉
禄
01-

07-

20　

  「
関
東
女
房
可
レ
修
二
仏
事
一
、
行
兼
相
具
可
二
下
向
一
云
々
、

連
々
経
営
、
実
有
二
其
煩
一
歟
」

行
兼
は
、
政
子
の
危
急
・
大
江
広
元
の
死
去
（
六
月
十
日
）
渦
中
の
鎌
倉
を
公
経
の

使
い
と
し
て
往
還
し
た
。「
断
簡
」
に
は
、
行
兼
の
往
還
・
滞
在
日
数
が
明
記
さ
れ
て

い
る
が
、
右
表
の
日
程
に
ほ
ぼ
一
致
し
、「
断
簡
」
の
信
憑
性
が
傍
証
さ
れ
る
と
と
も

に
、
六
月
八
日
の
云
々
記
事
に
見
ら
れ
る
下
向
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明

さ
れ
る
。

さ
て
、
北
条
政
子
危
急
の
一
報
は
、
宇
都
宮
頼
綱
妻
に
し
て
定
家
息
為
家
妻
の
母
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た
る
「
冷
泉
女
房
母
儀
」
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
は
北
条
時
政
の

八
女
に
あ
た
り
、
母
は
牧
の
方
で
あ
る
（﹇
系
図
③
﹈
参
照
）。「
冷
泉
女
房
母
儀
」
は
、

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
七
月
二
十
日
、
中
原
行
兼
を
伴
い
鎌
倉
に
下
向
し
て
い
る
か

ら
、「
断
簡
」
日
条
当
時
は
在
京
し
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
断

簡
」
に
示
さ
れ
た
関
東
か
ら
の
重
要
情
報
源
は
、
彼
女
の
母
す
な
わ
ち
牧
の
方
を
措

い
て
他
に
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
当
時
、
牧
の
方
―
「
冷
泉
女
房
母
儀
」
―
為

家
（
定
家
）
―
公
経
と
い
う
情
報
ル
ー
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。ま

た
、「
冷
泉
女
房
母
儀
又
書
状
到
来
」
と
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
ル
ー
ト
は
た
び
た

び
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
日
、
北
条
政
子
死
去
の
一
報
が
京
に
届
け

ら
れ
た
さ
い
、
定
家
は
「
巳
時
、
東
方
女
房
〈
冷
泉
母
儀
〉
書
状
到
来
、
十
一
日
被

レ
終
之
由
告
送
、
件
状
、
即
覧
二
相
門
一
了
、
他
方
音
信
未
通
云
々
、
猶
々
増
二
不
審
一

者
也
」（『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
七
月
十
九
日
条
）
と
記
し
て
お
り
、政
子
終
命
に
関
わ
る

最
新
最
速
の
一
報
も
ま
た
こ
の
ル
ー
ト
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
も
「
他

方
音
信
未
通
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
知
る
の
で
あ
る⑦
。

考
え
る
に
、
幕
府
草
創
期
の
人
々
が
次
々
と
去
り
、
次
の
幕
府
を
担
う
べ
き
泰
時

に
関
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
報
（
出
家
申
請
）
さ
え
も
が
、京
都
の
政
権
中
枢
に
ま
で

届
け
ら
れ
る
と
い
う
政
治
構
造
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
に
お
い
て
も
、「
断

簡
」
情
報
の
示
す
意
義
は
大
き
い
。

（
２
）
牧
の
方

「
断
簡
」
の
伝
え
る
北
条
政
子
危
急
時
、
北
条
泰
時
が
出
家
を
申
し
請
い
、
病
床
の

政
子
が
な
お
「
天
下
」
文
言
を
も
っ
て
泰
時
を
慰
留
す
る
（「
只
以
二
鎮
守
天
下
一
、
可

レ
為
二
報
恩
一
之
由
、
被
レ
命
」）
な
ど
、
幕
府
内
部
の
生
々
し
い
情
報
を
提
供
し
得
た
牧

の
方
は
、
な
お
健
在
で
あ
っ
た
。

牧
の
方
は
頼
朝
死
後
、
夫
時
政
と
共
に
ま
ず
比
企
家
を
滅
ぼ
し
、
将
軍
頼
家
を
廃

し
、畠
山
重
忠
、稲
毛
重
成
を
誅
殺
す
る
な
ど
し
た
う
え
で
、元
久
二
年
（
一
二
〇
五
）

閏
七
月
に
は
、
将
軍
実
朝
に
代
え
、
娘
婿
の
平
賀
朝
雅
を
将
軍
に
立
て
よ
う
と
す
る

陰
謀
を
企
て
た
。
こ
れ
が
発
覚
、
朝
雅
は
誅
殺
さ
れ
、
時
政
夫
妻
は
伊
豆
国
の
北
条

に
退
去
し
、
時
政
は
幕
政
よ
り
遠
ざ
か
っ
た
。
し
か
し
、
牧
の
方
は
こ
う
し
た
幽
居

に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
し
ば
し
ば
上
洛
し
て
、
ま
す
ま
す
辣
腕
を
振
る
い
、
京
都
に

親
族
集
団
を
形
成
し
て
い
っ
た⑧
。

牧
の
方
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
池
禅
尼
藤
原
宗
子
の
縁
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
北
条
時
政
と
の
婚
姻
時
期
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
た⑨
。
最

近
山
本
み
な
み
氏
は
、『
明
月
記
』
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
五
月
十
八
日
条
か
ら
、

「
冷
泉
女
房
母
儀
」
す
な
わ
ち
時
政
八
女
の
生
年
を
、
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
と
確

定
し
た⑩
。

又
聞
、
金
吾
縁
者
〈
妻
母
〉、
於
二
天
王
寺
一
、
為
二
入（

松
殿
師
家
）

道
前
摂
政
妻
一
之
由
、
態

告
二
送
女
子
并
本（

頼
綱
）夫

許
一
云
々
、
自
称
之
条
、
言
語
道
断
事
歟
〈
禅
門
六
十
二
、

女
四
十
七
〉

ま
た
、時
政
―
政
子
男
子
「
政
範
」
の
生
年
は
、『
吾
妻
鏡
』
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）

十
一
月
五
日
条
の
卒
記
か
ら
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
と
知
れ
る
こ
と
と
合
わ
せ
検
討

し
て
、
牧
の
方
研
究
の
主
要
論
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
時
政
―
牧
の
方
の
婚
姻
時
期
を

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
と
仮
定
し
、
頼
朝
配
流
（
永
暦
元
年
〈
一
一
六
〇
〉）
以
後
の

こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
「
断
簡
」
日
条
時
点
に
お
い
て
、
牧
の
方
は
推
定

六
四
歳
で
あ
っ
た
。

牧
の
方
は
嘉
禄
二
年
、
冷
泉
家
を
訪
問
、
翌
安
貞
元
年
正
月
二
十
三
日
に
は
娘
婿

藤
原
国
通
家
で
、
時
政
十
三
回
忌
供
養
を
行
い
、
同
月
二
十
七
日
、
風
雪
の
中
、
懐

妊
中
の
孫
娘
「
冷
泉
女
房
」
ら
を
伴
い
天
王
寺
・
七
大
寺
を
参
詣
す
る
な
ど
の
事
跡

が
『
明
月
記
』
に
見
え
、
同
年
三
月
二
十
二
日
に
は
、
冷
泉
家
を
訪
れ
る
も
定
家
は

こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
「
愚
老
不
レ
知
二
如
レ
此
事
一
、
只
惘
然
之
外
無
也
」
と
ぼ
や
い
て

い
る
。
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五　

  「
若
有
一
品
事
者
、
可

世
之
由
」

　

―
北
条
泰
時
出
家
申
請
の
背
景

（
１
）
嘉
禄
元
年
の
北
条
泰
時

北
条
泰
時
に
つ
い
て
は
、
上
横
手
雅
敬
氏
の
す
ぐ
れ
た
評
伝⑪
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

嘉
禄
元
年
頃
、
泰
時
周
辺
の
政
治
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

泰
時
は
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）、
執
権
義
時
の
長
男
と
し
て
誕
生
、
承
久
の
乱
後

六
波
羅
探
題
と
し
て
在
京
し
て
い
た
が
、嘉
禄
前
年
の
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
六
月
、

父
義
時
の
死
に
遭
い
鎌
倉
に
戻
り
執
権
の
座
に
着
い
た
。
と
き
に
武
蔵
守
四
二
歳
で

あ
っ
た
。

北
条
義
時
没
後
た
だ
ち
に
、
義
時
後
室
伊
賀
氏
・
兄
伊
賀
光
宗
ら
が
藤
原
実
雅
を

将
軍
に
、
北
条
政
村
を
執
権
に
し
よ
う
と
企
て
た
い
わ
ゆ
る
伊
賀
氏
陰
謀
事
件
が
起

こ
っ
た
が
、
北
条
政
子
に
よ
り
事
前
に
防
が
れ
、
安
堵
す
る
間
も
な
く
、
嘉
禄
元
年

（
一
二
二
五
）
五
月
に
な
る
と
、
政
子
が
病
床
に
就
い
た
。
七
月
政
子
が
没
す
る
ま
で

の
二
箇
月
間
、
泰
時
・
幕
府
は
平
癒
祈
願
に
明
け
暮
れ
た
が
、
い
ま
ひ
と
り
六
月
十
二

日
、
前
陸
奥
守
正
四
位
下
大
江
広
元
が
死
去
し
た
。

政
子
・
広
元
を
失
っ
た
も
の
の
、
伊
賀
氏
陰
謀
事
件
を
乗
り
越
え
、
嘉
禄
元
年
は

泰
時
に
と
っ
て
、
安
定
し
た
政
権
運
営
の
出
発
点
と
も
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
上
横

手
雅
敬
氏
は
「
嘉
禄
元
―
二
年
は
、
執
権
政
治
確
立
の
時
点
で
あ
っ
た
と
い
え
る⑫
」

と
述
べ
て
い
る
。

（
２
）
北
条
政
子
と
泰
時

北
条
泰
時
が
伯
母
政
子
の
病
気
快
癒
を
祈
請
し
、
死
を
い
た
ん
で
他
に
余
る
追
善

を
行
っ
た
こ
と
は
、
所
伝
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
子
の
死
を
目
前
に
し
て

「

世
す
可
き
の
由
」
を
「
頻
に
申
し
請
う
た
」
と
い
う
、
驚
く
べ
き
記
事
が
「
断

〔系図③〕

〇



三
九

北
条
政
子
危
急
を
め
ぐ
る
朝
幕
の
対
応
と
そ
の
背
景

39

簡
」
に
現
わ
れ
た
。
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
牧
の
方 

↓ 「
冷
泉
女
房
母
儀
」 

↓ 

中

原
行
兼
を
経
由
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
を
、
定
家
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
記

事
内
容
の
信
憑
性
は
非
常
に
高
い
と
考
え
る
。

上
横
手
雅
敬
氏
は
、
泰
時
人
生
の
危
機
は
二
度
あ
っ
た
、
承
久
の
乱
と
政
子
の
死

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る⑬
。「
断
簡
」
の
出
現
は
、ま
さ
に
二
度
目
の
危
機
に
お
い
て
泰

時
が
「
出
家
」
と
い
う
究
極
の
選
択
を
な
し
、
死
期
迫
る
政
子
に
諫
め
ら
れ
る
と
い

う
事
実
を
伝
え
、「
危
機
」
の
存
在
を
明
証
し
た
の
で
あ
る
。

泰
時
出
家
申
請
の
原
因
を
考
え
る
た
め
に
、
北
条
政
子
と
泰
時
に
か
か
わ
る
史
料

を
い
く
つ
か
検
討
し
て
お
き
た
い
。

建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
五
月
四
日
、
将
軍
実
朝
・
政
子
邸
（
東
御
所
）
に
お
い
て
、

和
田
合
戦
負
傷
者
に
面
謁
が
行
わ
れ
た
さ
い
、
泰
時
が
登
場
し
て
い
る
（『
吾
妻
鏡
』

同
日
条
、（
ル
ビ
）
は
筆
者
、
以
下
同
）。

其
内
相
模
次
郎
者
参
二
御
所
中
一
、
経
二
庭
上
一
入
二
于
小
御
所
東
面

中
一
、
依

レ
不
二
行
歩
進
退
一
、
匠

（
修
理
亮
泰
時
）

作
扶
持
給
…
…
老
軍
見
二
此
躰
一
及
二
落
涙
一
云
々
、

負
傷
者
を
か
ば
っ
て
御
前
に
進
む
泰
時
（
三
一
歳
）
の
姿
は
、政
子
の
印
象
に
残
っ
た

で
あ
ろ
う
し
、
彼
の
心
や
さ
し
い
性
格
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
政
子
―
泰
時
関
連
記
事
は
、
承
久
の
乱
直
前
、
承
久

三
年
三
月
二
十
二
日
条
の
政
子
夢
想
譚
で
あ
る
。

是
今
暁
有
二
二
品
夢
想
一
、
面
二
丈
許
之
鏡
、
浮
二
由
比
浦
浪
一
、
其
中
有
レ
声
云
、

吾（
伊
勢
二
所
大
神
宮
）

是
大
神
宮
也
、
天
下
於
鑒
留
仁
、
世
大
仁
濫
天
、
兵
於
可
レ
徴
、
泰
時
吾
於
瑩
者

大
平
於
得
牟
者
、

こ
れ
を
承
け
て
乱
後
、
同
書
承
久
三
年
八
月
七
日
条
に
は
、
承
久
の
乱
戦
勝
は
政

子
の
夢
想
に
符
合
し
た
と
し
て
、伊
勢
神
宮
に
所
領
が
寄
進
さ
れ
た
記
事
が
見
え
る
。

世
上
属
二
無
為
一
、
是
符
二
合
二
品
禅
尼
夢
想
一
、
仍
奉
レ
寄
二
所
於
二
所
太
神
宮
一
、

政
子
夢
想
譚
は
、
義
時
―
泰
時
へ
の
政
権
移
行
を
展
望
し
、
承
久
の
乱
は
、
伊
勢

大
神
宮
の
約
諾
に
よ
る
も
の
と
の
担
保
を
行
お
う
と
し
た
作
為
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

政
子
の
泰
時
に
対
す
る
期
待
を
物
語
る
挿
話
で
あ
る
。
な
お
、
夢
想
譚
宣
命
体
文
中

に
、
の
ち
に
議
論
す
る
「
天
下
」
の
語
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

（
３
）
北
条
泰
時
の
天
皇
観

い
ま
ひ
と
つ
、
泰
時
の
人
と
な
り
・
思
想
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
注
目
す
べ
き
は
、

諸
書⑭
引
載
・
論
ず
る
と
こ
ろ
の
、
軍
記
・
歴
史
物
語
な
ど
に
見
え
る
泰
時
の
天
皇
観

で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
五
月
十
九
日
の
政
子
演
説
を
承
け
て
行
わ
れ

た
軍
議
に
お
い
て
、
運
を
天
に
任
せ
て
の
上
洛
軍
進
発
論
と
、
進
発
慎
重
論
の
両
議

が
あ
っ
た
。
二
十
一
日
に
至
り
、
大
江
広
元
が
積
極
論
を
と
な
え
、
翌
二
十
二
日
に

は
、泰
時
が
子
息
時
氏
以
下
、わ
ず
か
十
八
騎
を
率
い
て
「
門
出
」
す
る
次
第
と
な
っ

た
。『

古
活
字
本
承
久
記⑮
』
で
は
、
前
記
進
発
慎
重
論
者
は
泰
時
で
あ
っ
た
と
描
か
れ

る
。『
吾
妻
鏡
』
が
「
世
上
無
為
懇
請
」
祈
祷
の
記
事
し
か
載
せ
な
い
五
月
二
十
日
、

す
な
わ
ち
政
子
演
説
を
承
け
て
の
翌
日
、
泰
時
は
父
に
た
い
し
、「
是
程
ノ
御
大
事
、

無
勢
ニ
テ
ハ
如
何
ガ
有
ベ
カ
ラ
ン
。
両
三
日
ヲ
延
引
セ
ラ
レ
候
テ
、
…
…
」
と
言
上

し
た
。
こ
れ
を
承
け
た
義
時
の
言
葉
の
中
に
、
泰
時
出
兵
尻
込
み
の
原
因
が
、
天
皇

に
刃
向
か
う
こ
と
へ
の
恐
怖
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
、す
な
わ
ち「
義

時
ハ
、
君
ノ
御
為
ニ
忠
ノ
ミ
有
テ
不
儀
ナ
シ
。
人
ノ
讒
言
ニ
依
テ
朝
敵
ノ
由
ヲ
被
仰

下
上
ハ
、
…
…
天
命
ニ
背
奉
ル
程
ニ
テ
ハ
君
ニ
勝
進
ラ
ス
ベ
キ
カ
。
…
…
一
天
ノ
君

ヲ
敵
ニ
ウ
ケ
進
ラ
セ
テ
、
時
日
ヲ
可
移
ニ
ヤ
。
早
上
レ
、
疾
打
立
」
と
厳
命
し
た
。

『
増
鏡⑯
』
に
至
っ
て
は
、
天
皇
に
抗
わ
ん
と
し
て
い
る
と
の
心
情
が
、
父
子
に
共
有

さ
れ
て
お
り
、
双
方
泣
き
泣
き
会
話
を
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
父
は
、

「『
を
の
れ
を
こ
の
度
都
に
参
ら
す
る
事
は
、
思
ふ
と
こ
ろ
多
し
…
…
義
時
、
君
の
御

た
め
に
後
め
た
き
心
や
は
あ
る
。
さ
れ
ば
、
横
さ
ま
の
死
を
せ
ん
事
は
あ
る
べ
か
ら

ず
。
心
を
た
け
く
思
へ
…
…
』
な
ど
、泣
く
〳
〵
い
ひ
き
か
す
。」
聞
い
た
泰
時
も
ま
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た
「
鎧
の
袖
を
し
ぼ
る
」
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、『
増
鏡
』
譚
に
は
「
お
ま
け
」
が
付
い
て
お
り
、
泰
時
は
、
出
陣
翌
日
父

の
も
と
に
ひ
と
り
引
き
返
し
、
上
皇
自
ら
の
臨
幸
（
発
向
）
に
遭
遇
し
た
と
き
、
身
の

処
し
方
を
問
う
た
と
い
う
。
義
時
は
、「
ま
さ
に
君
の
御
輿
に
向
ひ
て
弓
を
引
く
こ
と

は
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
。
さ
ば
か
り
の
時
は
、
か
ぶ
と
を
ぬ
ぎ
弓
の
弦
を
切
り
て
、
ひ

と
へ
に
か
し
こ
ま
り
申
て
、
身
を
ま
か
せ
奉
る
べ
し
。
さ
は
あ
ら
で
、
君
は
都
に
お

は
し
ま
し
な
が
ら
、
軍
兵
を
給
せ
ば
、
命
を
捨
て
て
千
人
が
一
人
に
な
る
ま
で
も
戦

ふ
べ
し
。」
と
答
え
た
。

『
明
恵
上
人
伝
記⑰
』
に
な
る
と
、場
面
は
承
久
の
乱
後
に
移
さ
れ
る
。
承
久
の
頃
か

ら
泰
時
は
明
恵
上
人
に
帰
依
し
て
い
た
が
、
泰
時
が
訪
れ
た
さ
い
上
人
は
、

一
朝
の
万
物
は
悉
く
国
王
の
物
に
非
ず
と
云
ふ
事
な
し
。
…
…
然
る
を
、
剰
へ

私
に
武
威
を
振
ひ
て
官
軍
を
亡
し
、
王
城
を
破
り
、
剰
へ
太
上
天
皇
を
取
り
奉

り
て
、
遠
島
に
遷
し
奉
り
、
王
子
・
后
宮
を
国
々
に
流
し
、
…
…
先
ず
打
ち
見

る
所
、
其
の
理
に
背
け
り
、
若
し
理
に
背
か
ば
、
冥
の
照
覧
、
天
の
と
が
め
無

か
ら
ん
や
。
大
に
慎
み
給
ふ
べ
し
。

と
諭
し
た
。『
伝
記
』
は
続
い
て
、父
と
の
問
答
を
ま
じ
え
泰
時
の
長
い
陳
弁
を
載
せ

る
が
、
趣
意
は
、
承
久
出
兵
は
止
む
な
く
父
の
命
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
る
、
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

（
義
時
）
ひ
そ
か
に
予
を
招
き
、
語
り
て
云
は
く
、
既
に
天
下
此
の
儀
に
及
ぶ
、
如

何
計
ら
ふ
べ
き
哉
…
…
。

（
泰
時
）
一
天
悉
く
是
王
土
に
非
ず
と
云
ふ
事
な
し
。
一
朝
に
孕
ま
る
ゝ
物
、
宜
し

く
君
の
御
心
に
任
せ
ら
る
べ
し
。
さ
れ
ば
戦
ひ
申
さ
ん
事
、
理
に
背
け
り
。
し

か
じ
、
頭
を
低
れ
手
を
束
ね
て
、
各
降
人
に
参
り
て
歎
き
申
す
べ
し
…
…
。

（
義
時
）
尤
も
此
の
義
さ
る
事
に
て
あ
れ
ど
も
、
其
は
君
主
の
御
政
正
し
く
、
国
家

治
ま
る
時
の
事
也
…
…
関
東
若
し
運
を
開
く
と
云
ふ
と
も
、
此
の
御
位
を
改
め

て
、
別
の
君
を
以
て
御
位
に
つ
け
申
す
べ
し
…
…
。

（
泰
時
）
力
及
ば
ず
、
是
亦
一
義
無
き
に
非
ざ
る
上
は
、
父
の
命
背
き
難
き
に
依
り

て
随
ひ
き
…
…
。

『
梅
松
論⑱
』
も
ま
た
、
前
記
物
語
・
伝
記
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
載
せ
る
。

南
北
朝
ま
で
下
る
も
の
を
含
め
、
軍
記
や
歴
史
書
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
泰
時
の

天
皇
観
、「
朝
廷
へ
の
恐
怖⑲
」
に
関
す
る
一
々
の
記
事
内
容
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
性

格
上
、
真
偽
・
虚
実
相
混
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

複
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
並
べ
て
み
る
と
、
社
会
の
基
底
に
存
在
し
た
天
皇
崇
敬
・
畏

怖
と
い
う
観
念
が
、
承
久
出
兵
を
前
に
し
た
義
時
父
子
の
主
戦
―
和
戦
論
に
仮
託
し

て
語
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
北
条
泰
時
出
家
申
請
の
背
景

「
断
簡
」
新
出
以
前
泰
時
の
心
情
は
、
軍
記
や
歴
史
物
に
お
い
て
、
承
久
の
乱
に
か

か
わ
り
、
父
と
の
主
戦
―
和
戦
論
を
軸
に
語
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
断

簡
」
と
い
う
第
一
級
史
料
の
出
現
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
伯
母
北
条
政
子
の
臨
終

ま
ぎ
わ
、泰
時
が
「
出
家
」
を
申
し
請
い
、病
者
に
た
し
な
め
ら
れ
る
と
い
う
、生
々

し
い
事
実
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。

な
ぜ
泰
時
は
、
幕
府
内
の
不
安
定
要
素
も
政
子
に
よ
っ
て
取
除
か
れ
、
長
い
六
波

羅
で
の
任
務
を
終
え
て
鎌
倉
に
戻
り
執
権
と
な
り
、
前
途
洋
々
た
る
壮
年
四
四
歳
に

し
て
出
家
を
申
請
う
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
考
え
ら
れ
る
理
由
を
箇
条
書

き
す
る
に
止
め
後
考
に
待
ち
た
い
。

・
泰
時
の
温
和
な
性
格
。

・  
自
身
に
期
待
を
寄
せ
、
政
権
の
ス
タ
ー
ト
を
整
え
て
く
れ
た
伯
母
政
子
の
死
を

前
に
し
た
喪
失
感
。

・
父
義
時
・
大
江
広
元
ら
要
人
の
死
。

・
天
皇
崇
敬
と
畏
怖
観
念
の
存
在
と
承
久
の
乱
再
来
へ
の
恐
怖
。

・「
三
上
皇
還
京
運
動
」
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
「
反
北
条
」
の
機
運
。
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と
く
に
北
条
氏
に
と
っ
て
、
天
皇
に
弓
引
い
た
と
い
う
罪
悪
感
は
、
承
久
の
乱
再

来
へ
の
恐
怖
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
泰
時
後
年
の
帝
位
継
承
介
入
は
そ
の
一

証
左
で
は
な
か
ろ
う
か
。

承
久
の
乱
後
四
条
天
皇
は
、仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
一
二
歳
で
没
し
た
。
泰
時
は

順
徳
皇
子
忠
成
王
岩
倉
宮
を
排
し
て
、
強
引
に
土
御
門
天
皇
第
三
皇
子
邦
仁
親
王
を

即
位
さ
せ
た
、
後
嵯
峨
天
皇
で
あ
る
。
幕
府
が
帝
位
に
干
渉
し
た
の
は
、「
泰
時
の
生

涯
を
通
じ
最
も
あ
く

0

0

の
強
い
事
業
で
あ
っ
た⑳
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
泰
時
は
承
久
の

乱
に
と
も
な
う
「
反
北
条
」
の
余
韻
を
払
拭
す
る
た
め
に
、
後
鳥
羽
―
順
徳
皇
統
か

ら
、
承
久
の
乱
に
対
し
穏
健
で
あ
っ
た
土
御
門
天
皇
の
皇
統
へ
と
、
強
引
な
変
更
を

行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（〔
系
図
②
〕
参
照
）。

六　
「
貴
所
散
在
諸
方
、
頗
無
便
宜
」
―
幕
府
の
朝
廷
対
策

（
１
）  「
断
簡
」
前
日
条
―
公
経
、
関
白
家
実
に
禁
裏
祗
候
命
令
を
伝
達

『
明
月
記
』「
断
簡
」
前
日
の
嘉
禄
元
年
六
月
三
十
日
条
に
は
、「
断
簡
」
の
内
容
と

関
連
が
深
い
記
事
が
存
す
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
。

又
為
二
相
国
御
使
一
、
参
二
関
白
殿
一
云
々
、
自
二
関
東
一
、
彼
一
家
人
々
、
殊
可
下

祗
二
候
禁
裏
一
給
上
之
由
、
示
送
、
仍
雖
レ
非
二
指
事
一
、
如
レ
此
申
遣
之
由
、
又
争

不
二
忩
申
一
哉
由
被
レ
申
、
有
二
快
然
御
返
事
一
云
々
（
再
掲
）

『
大
日
本
史
料
』
本
日
条
は
、『
明
月
記
』
を
典
拠
に
綱
文
を
立
て
「
是
よ
り
先
、

幕
府
、
前
太
政
大
臣
藤
原
公
経
の
一
族
を
し
て
、
特
に
禁
裏
に
近
侍
せ
し
む
、
是
日
、

公
経
、
之
を
関
白
家
実
に
伝
ふ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
彼
一
家
」
は
、
関
東
か

ら
公
経
へ
の
示
達
文
中
に
書
か
れ
た
第
三
者
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
禁
裏
祗
候
を
関

東
が
示
し
送
っ
た
相
手
は
、
近
衛
家
実
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、「
断
簡
」
七

月
三
日
条
に
内
容
的
に
連
続
、
符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
為
家
が
公
経
使
者
と
し
て

伝
え
た
の
は
、
家
実
一
家
の
禁
裏
祗
候
で
あ
り
、
家
実
は
こ
れ
を
了
と
し
た
の
で
あ

る
。

（
２
）「
断
簡
」
七
月
一
日
条
―
「
貴
所
散
在
諸
方
、
頗
無
便
宜
」

「
断
簡
」
七
月
一
日
条
に
お
い
て
、
前
日
近
衛
家
実
に
伝
え
ら
れ
た
「
内
裏
祗
候
」

が
幕
府
に
お
い
て
議
定
さ
れ
た
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
。

或
説
云
、
貴
所
散
二
在
諸
方
一
、
頗
無
二
其
便
宜
一
、
可
レ
奉
レ
寄
二
一
方
一
歟
之
由
、

議
定
云
々
、
皆
浮
説
也
（
再
掲
）

な
ぜ
、「
貴
所
」
の
「
散
在
」
が
幕
府
に
と
っ
て
便
宜
無
き
こ
と
な
の
か
。
こ
と
の

背
景
は
、
本
論
冒
頭
で
示
し
た
年
表
に
沿
い
考
察
す
れ
ば
、
①
北
条
義
時
・
大
江
広

元
・
北
条
政
子
と
い
う
、
草
創
期
鎌
倉
幕
府
の
大
立
者
の
死
没
に
対
す
る
御
家
人
・

大
衆
の
動
揺
に
加
え
、
②
後
鳥
羽
以
下
三
上
皇
還
京
を
期
待
す
る
風
潮
の
存
在
と
加

速
、
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

要
人
の
死
は
社
会
不
安
や
動
揺
を
招
く
を
常
と
す
る
が
、『
明
月
記
』『
吾
妻
鏡
』

記
事
か
ら
、こ
の
間
の
推
移
を
摘
記
し
て
お
く
。（「
嘉
禄
元
年
略
年
表
」（
前
掲
）
よ
り
）

嘉
禄
01-

06-

07　

  「
関
東
二
品
、
有
二
獲
麟
一
之
聞
…
…
河
東
武
士
等
集
会
」〔
明
〕

嘉
禄
01-

06-

10　

大
江
広
元
死
去
〔
吾
〕

嘉
禄
01-

06-

14　

  

北
条
時
房
、政
子
の
制
止
を
振
り
切
り
下
向
、二
十
八
日
鎌
倉

着
〔
明
〕

嘉
禄
01-

06-

16　

  

関
東
武
士
蜂
起
の
う
わ
さ
「
閭
巷
雑
人
説
、又
嗷
々
、関
東
鋭

卒
蜂
起
之
由
、
下
人
等
成
二
畏
怖
一
云
々
」〔
明
〕

嘉
禄
01-

06-

28　

  

守
護
上
洛
禁
止
「
如
レ
此
之
時
、
各
守
護
等
、
全
不
レ
可
レ
有
二

上
洛
之
心
一
、各
可
レ
固
二
其
営
一
之
由
、下
二
諸
国
一
云
々
」〔
明
〕

こ
う
し
た
鎌
倉
幕
府
の
危
機
対
応
は
、「
貴
所
散
二
在
諸
方
一
、
頗
無
二
便
宜
一
」
な

る
認
識
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い
替
え
れ
ば
、「
一
所
集
結
令
」
は
、

鎌
倉
武
士
の
在
地
滞
留
、
帰
鎌
禁
止
令
が
出
た
こ
と
に
対
応
し
た
朝
廷
対
策
で
あ
っ
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た
。な

お
、「
三
上
皇
還
京
論
」
に
つ
い
て
は
、
節
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
。

（
３
）  「
断
簡
」
七
月
三
日
条
―
禁
裏
祗
候
命
令
の
対
象
者
と
天
皇
へ
の
報
告

「
断
簡
」
三
日
条
に
な
る
と
、
幕
府
に
よ
る
「
貴
所
」
内
裏
祗
候
命
令
の
対
象
が
、

女
院
近
臣
・
相
国
一
門
・
殿
下
近
習
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

入
レ
夜
中
将
来
、
相
国
御
共
参
内
、
光
俊
卿
衣
冠
在
二
弘
御
所
方
一
、
女
院
近
臣
・

相
国
一
門
・
殿
下
近
習
等
、
各
可
レ
寓
二
直
禁
裏
一
之
由
、
関
東
各
被
レ
申
レ
之
云
々

（
再
掲
）

「
断
簡
」
は
続
い
て
、朝
廷
に
お
い
て
関
白
家
実
か
ら
天
皇
に
こ
と
の
奏
上
が
行
わ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

博
陸
参
会
、
久
謁
給
之
間
、
委
細
眼
前
被
レ
申
之
由
、
退
出
之
後
示
給
云
々
（
再

掲
）

近
衛
家
実
は
、
関
白
の
職
務
と
し
て
、
関
東
の
命
令
を
、
後
堀
河
天
皇
（
十
四
歳
）

に
詳
し
く
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

（
４
）  「
断
簡
」
七
月
三
日
条
―
禁
裏
祗
候
（
寓
直
）
命
令
の
対
象
者

ま
ず
、「
女
院
近
臣
」
に
つ

い
て
、
当
時
「
女
院
」
は
、
西

園
寺
公
経
の
お
ば
に
当
る
、後

堀
河
天
皇
生
母
、北
白
河
院
陳

子
（
五
三
歳
）
と
そ
の
子
、
安

嘉
門
院
邦
子
（
一
七
歳
）
が

あ
っ
た
が
、陳
子
を
指
し
て
い

る
と
取
っ
て
お
く
。

「
相
国
一
門
」
す
な
わ
ち
西

園
寺
公
経
は
、
鎌
倉
幕
府
に
と
っ
て
三
寅
の
外
祖
父
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
政
期
以
来
、

関
東
申
次
の
任
に
あ
っ
た
。
当
該
条
近
傍
で
は
、
六
月
十
四
日
、
北
条
時
房
と
面
会
、

中
原
行
兼
を
関
東
に
派
遣
す
る
な
ど
の
こ
と
が
あ
っ
た
。　

近
衛
家
実
は
、
貞
応
二
年
（
一
二
二
三
）
以
来
摂
政
・
関
白
の
職
に
あ
っ
た
。「
鎌

倉
初
期
に
不
仲
で
あ
っ
た
九
条
・
近
衛
両
家
は
当
時
提
携
し
て
政
務
を
行
っ
て
い
た
。

両
家
を
提
携
さ
せ
た
の
は
、
公
経
で
あ
る㉑
」。

七　

三
上
皇
還
京
論

（
１
）
三
上
皇
還
京
の
う
わ
さ

読
者
は
、先
に
掲
出
し
た
「
嘉
禄
元
年
略
年
表
」
を
見
て
、こ
の
年
を
色
濃
く
覆
っ

て
い
る
政
治
状
況
の
ひ
と
つ
に
「
三
上
皇
還
京
論
」
が
存
在
し
た
こ
と
に
気
付
か
れ

る
で
あ
ろ
う
。
人
々
は
、
打
ち
続
く
要
人
凶
事
の
背
景
に
、
隠
岐
に
現
存
す
る
後
鳥

羽
上
皇
の
怨
念
の
発
動
を
見
た
。
嘉
禄
元
年
四
月
以
降
、
三
上
皇
還
京
の
う
わ
さ
と

待
望
論
が
、『
明
月
記
』
に
も
数
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
断
簡
」
の
内
容
・
背
景
理
解
に
と
っ
て
、
三
上
皇
還
京
論
の
存
在
は
無
視
で
き
な

い
も
の
と
考
え
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

『
明
月
記
』
に
見
え
る
多
数
の
記
事
か
ら
、三
上
皇
還
京
に
つ
い
て
定
家
の
深
い
関

心
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
定
家
は
、『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
六
月

十
三
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
奇
譚
を
記
し
た
う
え
で
、
後
鳥
羽
上
皇
と
の
関
連
を
補

筆
・
暗
示
し
て
い
る
。

山
僧
之
下
法
師
説
云
、近
日
志
賀
浦
〈
三
井
寺
領
之
境
浜
、栽
二
梨
木
一
〉。
件
梨

木〔
補
〕辺

、
異自

天
降鳥

来
集
。
其
鳥
大
、
如
二
唐
鳩
一
、
色
青
黒
、
翅
甚
広
、
引
二
展
之
一
三

尺
五
寸
許
、
羽
数
多
也
。
有
二
四
足
一
、
其
足
如
二
水
鳥
一
、
居
二
水
上
一
又
在
レ
浜

不
レ
懼
レ
人
、
人
集
取
レ
之
、
其
鳥
甚
弱
、
人
取
レ
之
見
弄
之
間
、
不
レ
経
レ
程
死
、

〔系図④〕
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其
始
不
レ
知
レ
数
、
々
日
之
間
人
競
取
、
漸
其
数
少
、
或
者
食
二
其
鳥
一
、
即
時
死

了
云
々
、於
二
恠
異
一
者
、無
二
異
議
一
歟
、何
所
誰
人
恠
哉
、可
レ
怖
之
世
也
…
…
」

〔
補
〕  
又
或
説
云
、
件
鳥
、
水
鳥
之
中
本
自
有
レ
之
、
名
隠
岐
の
掾
セ
ウ
ト
云

〈
云
々
〉、
弥
可
レ
奇
事
歟
。

当
時
三
上
皇
還
京
の
う
わ
さ
は
政
治
問
題
化
し
て
い
た
。
政
子
が
病
ん
だ
さ
い
幕

府
は
、「
三
帝
二
王
（
後
鳥
羽
・
順
徳
・
土
御
門
・
六
条
宮
・
冷
泉
宮
）
重
ね
て
禁
固
し
奉

る
べ
し
。
此
く
の
如
き
の
時
、
各
守
護
等
、
全
く
上
洛
の
心
有
る
可
か
ら
ず
」
と
し

て
、「
お
の
お
の
其
の
営
を
固
む
可
き
の
由
」
を
諸
国
に
下
知
し
た
の
で
あ
る
（『
明

月
記
』
嘉
禄
元
年
六
月
二
十
八
日
条
、
前
掲
年
表
参
照
）

（
２
）
三
上
皇
還
京
運
動
と
後
鳥
羽
怨
霊

そ
の
後
、
嘉
禎
元
年
（
一
二
三
五
）
四
月
頃
、「
故
高
野
相
□
□
女
」
な
る
比
丘
尼

（
九
条
兼
房
女
）
が
「
朝
家
の
重
事
、
国
の
忠
」
と
し
て
、
十
度
に
わ
た
り
九
条
道
家

に
後
鳥
羽
・
順
徳
両
上
皇㉒
還
京
の
対
鎌
倉
交
渉
を
懇
請
、
道
家
は
よ
う
や
く
こ
れ
に

応
じ
、
在
京
中
の
幕
府
評
定
衆
中
原
師
員
に
使
者
を
依
頼
し
た
。
師
員
は
、
し
ぶ
し

ぶ
三
度
目
に
承
諾
し
て
三
月
十
三
日
下
向
し
た
が
、
京
に
戻
ら
な
い
ば
か
り
か
妻
子

を
鎌
倉
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
さ
え
す
る
始
末
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
三
上
皇
還
京
運
動
に
た
い
し
終
止
符
を
打
た
せ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
泰
時

で
あ
っ
た
。
同
年
五
月
に
な
っ
て
北
条
泰
時
か
ら
道
家
に
「
家
人
等
一
同
然
る
可
か

ら
ざ
る
由
を
申
す
」と
の
返
書
が
京
に
到
着
し
て
、両
上
皇
の
還
京
は
絶
望
的
と
な
っ

た
。
定
家
は
「
群
賢
の
議
定
、
嬰
児
に
異
な
ら
ざ
る
か
」「
賢
者
の
案
ず
る
所
、
向
後

尤
も
不
便
」
と
慨
嘆
し
た㉓
。

泰
時
は
、仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
六
月
十
五
日
に
没
し
た
。
こ
の
年
の
『
吾
妻
鏡
』

は
記
事
を
欠
く
が
、
藤
原
経
光
は
『
民
経
記
』
同
年
六
月
二
十
日
条
に
お
い
て
、「
抑

義
時
朝
臣
・
尼
二
品
等
六
七
月
之
間
有
レ
事
、
承
久
東
夷
乱
二
入
帝
都
一
、
即
六
月
十
四

日
也
、
彼
是
令
二
符
合
一
歟
、
不
可
説
、
毎
度
以
二
六
月
一
関
東
重
事
出
来
、
尤
可
レ
恐

事
也
」
と
、
同
じ
日
平
経
高
も
ま
た
『
平
戸
記
』
に
お
い
て
「
顕（

後
鳥
羽
）徳

院
御
霊
顕
現
、

有
二
不
可
説
事
等
一
云
々
」
と
述
べ
て
い
る㉔
。

政
子
の
激
励
に
よ
っ
て
「
立
ち
直
っ
た
」
泰
時
の
、
そ
の
後
の
為
政
は
公
家
の
評

価
も
高
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
死
期
に
及
ん
で
な
お
、
己
の
手
に
よ
っ
て
還
京
を

封
殺
し
た
後
鳥
羽
上
皇
「
怨
霊
」
の
う
わ
さ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

北
条
泰
時
が
出
家
を
希
望
し
た
理
由
・
背
景
、
幕
府
が
女
院
・
近
衛
・
西
園
寺
に

内
裏
寓
直
を
命
じ
た
理
由
を
「
断
簡
」
か
ら
直
接
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
承
久
の
乱
勝
利
後
な
お
存
在
し
続
け
た
後
鳥
羽
上
皇
以
下
の
還
京
要
求
が
根
強

く
存
在
し
た
こ
と
が
、
要
因
の
一
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

政
治
的
に
は
西
園
寺
・
九
条
家
に
属
す
る
定
家
や
、
後
年
還
京
要
求
を
直
接
的
に

行
っ
た
九
条
道
家
の
行
動
は
、
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
三
上
皇
還
京

論
は
、
親
幕
―
反
幕
と
い
う
二
元
的
な
理
解
・
政
治
的
立
場
を
越
え
て
、
社
会
の
基

底
に
存
在
し
た
観
念
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

八　

  「
以
鎮
守
天
下
、
可
為
報
恩
之
由
」・「
前
世
一
門
之
宿
業
」

（
１
）  「
以
鎮
守
天
下
、
可
為
報
恩
之
由
」
―
鎌
倉
幕
府
の
「
天
下
」
認
識

わ
れ
わ
れ
は
、
北
条
政
子
が
病
床
か
ら
、
弱
音
を
吐
く
泰
時
を
説
諭
し
た
言
葉
の

中
に
「
只
以
二
鎮
守
天
下
一
、可
レ
為
二
報
恩
一
」（
傍
線
筆
者
）
と
い
う
言
葉
を
見
た
。
い

ま
「
天
下
」
な
る
用
語
に
注
目
し
て
、「
断
簡
」
の
時
代
、
鎌
倉
幕
府
の
「
天
下
」
に

か
か
る
自
己
認
識
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

な
お
北
条
政
子
に
関
し
て
、『
吾
妻
鏡
』「
断
簡
」
近
傍
日
条
（
嘉
禄
元
年
七
月
十
一

日
―
北
条
政
子
死
去
―
）
に
は
、「
二
位
家
薨
…
…
同
二
于
前
漢
之
呂
后
一
令
レ
執
二
行
天

下
一
給
、
若
又
神
功
皇
后
令
二
再
生
一
…
…
」
と
あ
っ
て
、
前
漢
の
高
祖
（
劉
邦
）
没
後

実
権
を
掌
握
し
た
呂
后
に
仮
託
し
て
、
政
子
の
「
天
下
」
執
政
を
称
賛
し
て
い
る
。
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『
吾
妻
鏡
』
に
は
「
天
下
○
○
」、「
○
○
天
下
」
な
ど
と
し
て
「
天
下
」
用
例
が
多

数
見
ら
れ
、
初
見
は
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
四
月
九
日
冒
頭
条
で
、
以
仁
王
の
頼

朝
に
対
す
る
期
待
が
伝
え
ら
れ
る
中
に
「
可
下
令
レ
執
二
天
下
一
給
上
之
由
申
二
行
之
一
」

と
あ
る
。
幕
府
草
創
以
前
か
ら
頼
朝
に
「
執
天
下
」
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
る
。

以
降
、『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
著
名
な
「
天
下
」
用
例
と
し
て
は
、
文
治
元
年

（
一
一
八
五
）
十
二
月
六
日
、頼
朝
の
朝
堂
改
革
奏
状
ほ
か
に
見
ら
れ
る
「
天
下
草
創
」

な
る
文
言
で
あ
る
。
下
村
周
太
郎
氏
は
「
天
下
」「
草
創
」 

文
言
に
注
目
し
、
鎌
倉
幕

府
に
お
け
る
自
己
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る㉕
。

下
村
氏
に
よ
れ
ば
、
治
承
・
寿
永
の
乱
（
戦
争
）
開
戦
時
に
は
「
家
門
草
創
」（『
吾

妻
鏡
』
治
承
四
年
八
月
六
日
条
）
が
、
乱
の
終
結
時
に
は
、
さ
き
の
「
天
下
草
創
」
が

現
れ
た
が
、
承
久
の
乱
後
に
な
る
と
、
頼
朝
に
よ
る
平
氏
討
伐
の
功
績
は
後
景
に
退

き
、
幕
府
の
成
立
は
「
関
東
草
創
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
当
時
の
幕

府
関
係
者
・『
吾
妻
鏡
』
の
恣
意
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
断
簡
」
に
見
ら
れ
る
政
子
の
発
言
に
は
伝
聞
で
は
あ
る
が
、「
鎮
守
天
下
」
な
る

語
が
見
ら
れ
た
。
頼
朝
が
用
い
た
「
天
下
草
創
」
に
繋
げ
て
考
え
る
に
、
天
下
は
ま

さ
に
「
草
創
」
さ
れ
た
も
の
か
ら
「
鎮
守
」
す
る
対
象
へ
と
変
わ
っ
て
い
た
こ
と
を

実
証
す
る
史
料
と
し
て
、
本
日
条
は
貴
重
だ
と
思
う
。

こ
の
さ
い
、
先
に
取
り
上
げ
た
承
久
三
年
の
泰
時
に
か
か
わ
る
政
子
の
夢
想
の
中

に
も
、「
天
下
」（『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
三
月
二
十
二
日
条
）
文
言
が
現
れ
て
い
た
こ
と

も
想
起
し
て
お
き
た
い
。

（
２
）
定
家
の
「
前
世
一
門
之
宿
業
」
認
識

「
断
簡
」
三
日
条
最
末
、「
但
前
世
一
門
之
宿
業
、
更
非
二
人
力
之
所
一
レ
及
歟
、
聞

レ
之
還
摧
レ
心
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
難
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
前
世
一
門
」
は

北
条
氏
一
門
を
指
す
と
取
っ
て
お
く
。
承
久
の
乱
の
余
焔
消
え
や
ら
ぬ
今
、
世
間
の

批
判
は
朝
廷
を
蹂
躙
し
た
北
条
氏
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
近
の
承
久
の
乱
研
究
動
向
は
、
後
鳥
羽
の
挑
戦
相
手
は
、
幕
府
一
般
で
は
な
く

北
条
義
時
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
す
る
方
向
に
シ
フ
ト
し
て
お
り㉖
、
北
条
氏
が
承
久
の

乱
で
な
し
た
所
行
と
そ
の
帰
結
を
、
定
家
が
「
前
世
一
門
之
宿
業
」
と
述
べ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

お
わ
り
に

「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、「「
断
簡
」
の
史
料
的
価
値
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ

る
」
と
書
い
た
が
、
本
論
を
書
き
終
え
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
感
を
強
く
し
た
。

ま
ず
翻
刻
文
を
示
し
、「
断
簡
」
新
出
の
意
義
を
考
察
、
続
い
て
や
や
冗
長
な
が

ら
、
前
日
条
お
よ
び
主
要
な
箇
所
に
つ
い
て
〔
訓
読
〕〔
語
釈
〕〔
現
代
語
訳
〕
を
施

し
た
の
ち
、「
断
簡
」
近
傍
の
「
略
年
表
」
を
示
し
、
以
後
の
共
通
理
解
に
備
え
る
こ

と
と
し
た
。

「
断
簡
」
に
よ
っ
て
、
北
条
泰
時
が
伯
母
政
子
の
病
気
危
急
に
さ
い
し
、
出
家
を
希

望
し
政
子
に
た
し
な
め
ら
れ
る
と
い
う
驚
く
べ
き
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た

か
か
る
幕
府
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
情
報
が
、
関
東
申
次
公
経
周
辺
に
直
接
届
く
と

い
う
「
情
報
網
」
に
お
い
て
、
時
政
失
脚
後
な
お
健
在
な
牧
の
方
の
存
在
が
重
き
を

な
し
て
い
た
。

続
け
て
、
北
条
泰
時
が
な
ぜ
出
家
を
望
ん
だ
の
か
と
問
い
、
伯
母
政
子
と
の
親
密

な
関
係
、
配
流
中
の
三
上
皇
の
現
存
と
還
京
運
動
の
存
在
、
う
ち
続
く
要
人
の
死
な

ど
に
そ
の
背
景
・
原
因
を
想
定
し
た
。
ま
た
、
歴
史
書
が
語
る
泰
時
の
天
皇
に
対
す

る
畏
怖
・
恐
怖
感
も
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

幕
府
は
政
子
危
急
に
さ
い
し
、関
東
武
士
（
守
護
）
の
下
洛
禁
止
と
在
地
滞
留
を
命

令
す
る
と
同
時
に
、
京
都
に
対
し
て
は
、
女
院
近
臣
・
近
衛
・
西
園
寺
の
内
裏
祗
候

寓
直
を
命
令
し
て
い
た
こ
と
が
、
今
回
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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三
上
皇
（
の
ち
二
上
皇
）
還
京
へ
の
希
求
は
、
親
幕
―
反
幕
と
い
う
二
元
的
な
理
解

を
越
え
て
社
会
の
基
底
に
存
在
し
、
後
年
九
条
道
家
さ
え
も
が
幕
府
に
対
し
還
京
要

請
を
お
こ
な
い
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
泰
時
自
身
で
あ
っ
た
。

ま
た
定
家
は
、「
断
簡
」
七
月
三
日
条
に
「
前
世
一
門
之
宿
業
」
と
書
い
て
い
る

が
、
こ
れ
を
北
条
氏
前
世
一
門
の
宿
業
と
読
む
な
ら
ば
、
最
近
の
承
久
の
乱
研
究
の

新
展
開
と
併
せ
、
摂
家
将
軍
・
北
条
執
権
体
制
理
解
に
、
新
た
な
展
開
が
生
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。

以
上
、
草
創
期
鎌
倉
幕
府
を
支
え
た
人
々
の
世
代
交
代
が
進
み
、
安
定
期
に
入
ろ

う
と
す
る
と
き
に
、
な
お
天
皇
に
刃
向
か
っ
た
こ
と
へ
の
根
強
い
非
難
が
底
流
し
、

幕
府
要
人
お
よ
び
武
士
が
恐
れ
た
と
い
う
事
態
理
解
の
た
め
に
、こ
の
短
い
「
断
簡
」

の
示
す
役
割
は
大
き
い
と
評
価
で
き
る
。

本
稿
執
筆
中
に
、
二
〇
二
〇
年
三
月
、『
明
月
記
』
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
五
月

二
十
三
日
条
末
尾
か
ら
、
翌
日
条
冒
頭
部
分
の
断
簡
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に

よ
り
購
入
さ
れ
た
と
の
「
史
料
紹
介
」
に
接
し
た
。
す
で
に
『
翻
刻
明
月
記
』
に
該

当
日
条
は
、
写
本
に
よ
り
構
成
・
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
、
新
出
断
簡
は
「
筆
跡
か
ら

も
藤
原
定
家
の
自
筆
原
本
と
比
定
し
て
よ
か
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る㉗
。『
明
月
記
』
自

筆
原
本
や
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
写
本
の
断
簡
が
、
今
後
も
現
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
断
簡
」
が
、
い
つ
の
日
か
公
開
さ
れ
、
原
本
に
接
す
る
機

会
が
あ
る
こ
と
を
念
じ
て
い
る
。

本
稿
は
、
立
命
館
大
学
大
学
院
、
美
川
ゼ
ミ
に
お
け
る
輪
読
・
討
論
を
参
考
に
考

察
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
先
生
は
じ
め
受
講
の
皆
さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
文
責
の
す
べ
て
は
筆
者
に
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

〈
追
記
〉
脱
稿
後
、
某
テ
レ
ビ
番
組
に
「『
明
月
記
』
断
簡
」
が
出
品
さ
れ
て
話
題
に

な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。「
断
簡
」
は
、
建
久
五
年
（
十
一
月
）
二
十
九
日
、
十
二
月

一
日
・
二
日
条
（
後
欠
）
の
軸
装
品
で
、
す
で
に
『
翻
刻
明
月
記
』
に
「
◇
売
立
目
録

（
一
六
五
一
―
東
京
文
化
財
研
究
所
架
番
号
）」（
写
真
）
か
ら
自
筆
本
と
し
て
翻
刻
さ
れ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注①　
今
谷
明
「
日
記
の
亡
佚
に
関
す
る
一
考
察
―
記
主
と
権
力
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て

―
」（
倉
本
一
宏
編
『
日
記
・
古
記
録
の
世
界
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

②　

尾
上
陽
介
「
断
簡
・
逸
文
・
紙
背
文
書
の
蒐
集
に
よ
る
「
明
月
記
」
原
本
の
復
元
的

研
究
」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
』
二
〇
一
二
―
七
、
二
〇
一
三
年
）

③　

五
味
文
彦
「『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
秋
記
の
復
元
」（『
明
月
記
の
史
料
学
』
青
史
出

版
、
二
〇
〇
〇
年
）、
石
田
実
洋
「『
明
月
記
』
の
自
筆
本
と
転
写
本
・
逸
文
」（『
明
月

記
研
究
』
八
、
二
〇
〇
三
年
）、
明
月
記
研
究
会
編
「『
明
月
記
』
原
本
断
簡
集
成
」

（『
明
月
記
研
究
提
要
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
尾
上
陽
介
（
前
掲
）
な
ど
。

④　

五
味
文
彦
（
前
掲
書
）
な
ど
。

⑤　
『
翻
刻
明
月
記
二
』（
冷
泉
時
雨
亭
文
庫
編
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
一
四
年
）
七
三
五

頁
。

⑥　

山
岡
瞳「
鎌
倉
時
代
の
公
家
政
権
と
下
級
官
人
」（『
古
代
文
化
』六
〇
四
、
二
〇
一
六

年
）、
行
兼
に
つ
い
て
は
、
岡
本
怜
嗣
「
肥
後
定
慶
と
中
原
行
兼
」（『
奈
良
大
学
大
学

院
研
究
年
報
』
一
五
、
二
〇
一
〇
年
）
に
年
譜
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
嘉
禄
年
中
の

「
事
績
」
に
お
い
て
、「
相
国
（
公
経
）」
を
九
条
道
家
（
前
摂
政
）
と
取
り
違
え
て
い

る
。
ほ
か
に
、佐
々
木
正
則
「
三
千
院
救
世
観
音
像
像
内
納
入
願
文
―
願
主
中
臣
行
範

に
対
す
る
疑
義
な
ら
び
に
前
備
中
守
中
原
朝
臣
行
範
に
つ
い
て
」（『
仏
教
芸
術
』

一
四
三
、
一
九
八
二
年
）
に
も
関
説
が
あ
る
。

⑦　

た
だ
し
『
百
練
抄
』（
国
史
大
系
）
に
は
、「
七
月
十
三
日
、
去
夜
、
関
東
飛
脚
到

来
、
洛
中
貴
賎
馳
走
、
故
頼
朝
卿
後
家
二政
子

品
入
滅
云
々
」
と
す
る
が
、『
大
日
本
史
料
』

十
一
日
条
綱
文
に
は
、「
本
書
三
月
十
三
日
ニ
作
ル
ハ
誤
ナ
リ
」
と
し
て
お
り
従
う
べ

き
で
あ
る
。

⑧　
『
平
安
時
代
史
事
典
』「
牧
の
方
」（
執
筆
角
田
文
衞
）

⑨　

杉
橋
隆
夫
「
牧
の
方
の
出
身
と
政
治
的
位
置
―
池
禅
尼
と
頼
朝
と
―
」（
上
横
手
雅

敬
監
修
、
井
上
満
郎
・
杉
橋
隆
夫
編
『
古
代
・
中
世
の
政
治
と
文
化
』
思
文
閣
出
版
、
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一
九
九
四
年
）、
細
川
重
男
・
本
郷
和
人
「
北
条
得
宗
家
成
立
試
論
」（『
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
一
一
、
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

⑩　

山
本
み
な
み
「
北
条
時
政
と
そ
の
娘
た
ち
―
牧
の
方
の
再
評
価
―
」（『
鎌
倉
』

一
一
五
、
二
〇
一
三
年
）

⑪　

上
横
手
雅
敬
『
北
条
泰
時
』（
人
物
叢
書
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、

初
版
一
九
五
八
年
）

⑫　

上
横
手
雅
敬
『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
七
〇
年
）、
三
九
三
頁
。

⑬　

上
横
手
前
掲
『
北
条
泰
時
』、
八
頁
。

⑭　

さ
し
ず
め
、
上
横
手
雅
敬
『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』（
前
掲
）、
川
合
康
『
鎌
倉
幕

府
成
立
史
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

⑮　
『
慶
長
古
活
字
本
承
久
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
・
承

久
記
』、
一
九
九
二
年
）

⑯　
『
神
皇
正
統
記　

増
鏡
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
、
一
九
六
五
年
）

⑰　
「
梅
尾
明
恵
上
人
伝
記
」（『
明
恵
上
人
集
』、
久
保
田
淳
・
山
口
明
穂
校
注
、
岩
波
文

庫
改
版
、
二
〇
〇
九
年
）

⑱　
『
梅
松
論
』（「
翻
刻
・
京
大
本　

梅
松
論
」『
国
語
国
文
』
三
三
―
八
・
九
号
、

一
九
六
四
年
）

⑲　

上
横
手
雅
敬
『
北
条
泰
時
』（
前
掲
）
三
一
頁
。

⑳　

上
横
手
雅
敬
『
北
条
泰
時
』（
前
掲
）
一
九
九
頁
。

㉑　

上
横
手
雅
敬
『
北
条
泰
時
』（
前
掲
）
一
七
八
頁
。

㉒　

土
御
門
上
皇
は
、寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
十
月
十
一
日
、阿
波
配
所
で
崩
御
（『
皇

帝
紀
抄
』）。

㉓　

以
上
、『
明
月
記
』
嘉
禎
元
年
四
月
六
・
十
六
、
五
月
三
・
十
四
日
条
参
照
。

㉔　
『
民
経
記
』
は
大
日
本
古
記
録
、『
平
戸
記
』
は
史
料
大
成
本
を
使
用
。

㉕　

下
村
周
太
郎
「
鎌
倉
幕
府
の
草
創
と
二
つ
の
戦
争
―
〈
鎌
倉
幕
府
二
段
階
成
立
史

観
〉
覚
書
」（
高
橋
典
幸
編
『
戦
争
と
平
和
』
竹
林
舎
、
二
〇
一
四
年
）、
ほ
か
に
、
森

新
之
介
「
源
頼
朝
と
天
下
草
創
」（『
鎌
倉
遺
文
研
究
』
四
二
、
二
〇
一
八
年
）
は
天
下

「
草
創
」
に
力
点
を
お
い
て
議
論
し
て
い
る
。

㉖　

長
村
祥
知
『
中
世
公
武
関
係
と
承
久
の
乱
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）、
野
口

実
編
『
承
久
の
乱
の
構
造
と
展
開
―
転
換
す
る
朝
廷
と
幕
府
の
権
力
』（
戎
光
祥
出
版
、

二
〇
一
九
年
）
な
ど
。

㉗　

遠
藤
珠
紀
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
新
収
『
明
月
記
』
断
簡
に
つ
い
て
」（『
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
附
属　

画
像
史
料
解
析
セ
ン
タ
ー
通
信
』
九
一
、
二
〇
二
一
年
）。
本

稿
の
存
在
は
、
学
友
田
中
誠
氏
の
御
教
示
に
よ
り
知
っ
た
。

（
衣
笠
総
合
研
究
機
構
客
員
協
力
研
究
員
）


